
第 13号 様式 (第 16条 関係 )

清算結 了届 出書

令 和 3年 8月 24日

指宿市長 豊留 悦男 様

所在地 指宿市大牟礼一丁 目 3番 14号

名称  特定非営利法人

縄文 の森 をつ くろ う会

清算人 の住所又 は居所

指宿市東方 7456番 地′

清算人 の氏名 幸野  昌
牙質、t要秒

電話番号 090(2717)7雨 6

特定非営利活動法人縄文 の森 をつ くろ う会 の清算 を結 了 したので,特定非営利

活動促進法第 32条 の 3の 規定 によ り,下記 の とお り届 け出ます。

言コ
ロL」

清算結 了年月 日 令和 3年 8日

備考 清算結 了の登記 を した ことを証す る登記事項証 明書 を添付す るこ と。



閉鎖 事 項 全 部 証 明書

鹿児島県指宿市大牟礼一丁目3番 14号
特定非営利活動法人縄文の森をつ くろう会

下 線 のあ る ものは 抹消 事 項 で あ る こ とを示 す。 1/4

会社法人等番号 3400-05-004119

名 称 特定非営利活動法人縄文の森をつ くろ う会

主たる事務所 鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 1番 15号

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目3番 14号 平成 22年  4月 18日 移転

平成 22年  5月 26日 登記

法人成立の年月 日 平成 15年 12月 16日

目的等 目的及び事業

この法人は、荒廃した自然や社会環境の再生と保全のためのまちづくりの推
進と植樹を中心とする環境保全に関する事業を行い、もって社会全体の利益の
増進に寄与することを目的とする。

この法人は、上記の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活
動を行う。
(1)環境の保全を図る活動               ‐

②  まちづ くりの推進を図る活動

この法人は、上記の 目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を

行 う。

(1)環境教育事業

(2)環境問題に対する情報の広報活動
(3)環境 。経済・社会の調和及び持続可能性に関する調査研究事業
(4)環境政策に対する提言活動
(5)環境保全のための植樹
(6)ま ちづくりのための空き店舗利用活動
(7)自 然の良さを人々に広げるイベント活動

役員に関する事項 鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 1番 15号 平成 17年  6月  1日 重任

理 事 永 田 和 人

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 1番 15号 平成 19年  6月  1日 重任

理 事 永 田 和 人

平成 19年  6月 26日 登記

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 1番 15号 平成 21年  6月  1日 重任

理 事 永 田 和 人

平成 21年  6月 19日 登記

平成 22年  4月 18日 辞任

平成 22年  5月 26日 登記

整理番号 ア 155866 *



鹿児島県指宿市大牟礼一丁目3番 14号
特定非営利活動法人縄文の森をつ くろう会

下 線 の あ る もの は抹 消事項 で あ る こ とを示 す。 2//4

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 3 番 14号 平成 17年  6月  1日 重任
理事 今 村 俊

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 3番 14号 平成 19年  6月  1日 重任
理事 今 本寸 俊

平成 19年  6月 26日 登記

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目3番 14号 平成 21年  6月  1日 重任
理事 今 村 俊

平成 21年  6月 19日 登記

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 3 番 14号 平成 23年  6月  1日 重任
理事 今 本寸 俊

平成 23年  6月  3日 登言己

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目 3 番 14号 平成 25年  6月  1日 重任
理 事 今 本寸 俊

平成 25年  6月  3日 登記

平 成 2 6 2 日辞 任

平 成 3 日登 言己

鹿児島県指宿市東方 718番 地 3 平成 17年 6月  1日 重任
山  下  謙

鹿児島県指宿市東方 718 番地 3 平成 19年  6月  1日 重任
理事 山  下  謙

平成 19年 6月 26日 登記

鹿児島県指宿市東方 718番 地 3 平成 21年  6月  1日 重任
理事 山  下  謙

平成 21年  6月 19日 登記

鹿児島県指宿市東方 718番 地 3 平成 23年  6月  1日 重任
理 事 山  下  謙

平成 23年  6月  3日 登記

平成 24年  4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  5月 22日 登言己

理 事

鹿児島県指宿市山川成川 4975番 地 1

伊 地 知 容 敏

平成 22年  4月 18日 就任

平成 22年  5月 26日 登記

整理番号 ア 155866 *
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鹿児島県指宿市大牟礼一丁目3番 14号
特定非営利活動法人縄文の森をつくろう会

平成 24年  3月 31日 変更  平成 24年  5月 22日 登記

金 188万 6090円

平成 25年  3月 31日 変更  平成 25年  6月  3日 登記

金 200万 4504円

平成 26年  3月 31日 変更  平成 26年  5月 13日 登記

金 188万 9917円

平成 27年  3月 31日 変更  平成 27年  6月  2日 登記

金 130万 1603円

平成 28年  3月 31日 変更  平成 28年  5月 18日 登記

金 68万 7498円

平成 29年  3月 31日 変更  平成 29年  7月  6日 登記

金 63万 5206円

平成 30年  3月 31日 変更  平成 30年  7月
金 36万 6950円

5日 登言己

令和 3年 4月 11日 社員総会の決議により解散

4月 27日登記令和  3年

17年法務省令第 19号附則第 3条第 2項の規定によ り

平成 18年 8月  8日 移記

令和 3年  8月 11日登記

令和 3年  8月 11日 閉鎖

令和 3年 8月 6日 清算結了

轟

これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書
面である。

令和 3年  8月 20日
鹿児島地方法務局

登記官     植 村 真 理 子

* 下 線 の あ る もの は 抹消事 項 で あ る こ とを示 す整理番号 ア 155866 4//4

解  散

登記記録に関する

事項



鹿児島県指宿市大牟礼一丁目3番 14号
特定非営利活動法人縄文の森をつ くろう会

* 下 線 の あ る もの は 抹 消 事 項 で あ る こ と を示 す 。 3/4

平成 23年  6月  1日 重任

平成 23年  6月  3日 登記

鹿児島県指宿市山川成川 4975
理 事

番地 1

伊 地 知 容 敏

平成 24年 4月  1日 代表

権喪失

平成 24年  5月 22日 登言己

平成 26年  4月 27日 就任

平成 26年  5月 13日 登記

平成 27年  6月  1日 重任

平成 27年  6月  2日 登記

鹿児島県指宿市東方 7456
理事

番地 2

幸 野 昌 廣

平成 29年  5月 31日 退任

平成 29年  7・月 6日 登記

平成 29年  6月  1

平成 29年  7月  6日 登記

日就任県指宿 7456番 地 2

幸 野 昌 廣

宿市東方 7456番 地 2

鹿児島県指宿市東方 7456番 地 2

清算人     幸 野 昌 廣

令和 3年  4月 11日 就任

令和  3年  4月 27日 登記

平成 19年  3月 31日 変更  平成 19年  6月 26日 登記

金 37万 5682円

平成 20年  3月 31日 変更  平成 21年  6月 19日 登記

金 48万 3529円

平成 21年  3月 31日 変更  平成 21年  6月 19日 登記

金 90万 8388円

平成 22年  3月 31日 変更  平成 22年  5月 26日 登記

金 156万 7725円

資産の総額

平成 23年  3月 31日 変更  平成 23年  6月  3日 登記

金 161万 495円

整埋番号 ア 155866

7456番 地 2鹿 児

理事 幸

事

一

理
一

幸 野 昌 廣

鹿児

事

一

理

一

令和  1年  6月  2日重任
― ― ― _一 ___■ ,__

令和  3年  4月 27日 登記

金 86万 7945 円



(第 9号様式)

指宿市長 豊留 悦男 殿

残 余 財 産 譲 渡 認 証 申 請 書

所   在   地

名       称

清算人の住所又は居所

清 算 人 の 氏 名

電 話 番 号

令和3年 8月 24日

指宿市大牟礼一丁目3番 14号

特定非営利活動法人

縄文の森をつくろう会

指宿市東方7456番理臥

幸野 昌″魏、(塵種|リ

090 (2717) 7038Fコ ψ′

当法人の解散による残余財産を譲渡することについて,特定非営利活動促進法第32条

第 2項の認証を受けたいので,下記のとおり申請 します。

記

1 譲渡する残余財産

正味財産155,257円 の内、精算に係る費用を差 し引き105,257万 円譲渡 します。

2 残余財産の譲渡を受ける者

所在地 指宿市西方4753番地2

名 称 特定非営利活動法人 本 と人をつなぐ「そ らまめの会」

備考 残余財産を複数の者に譲渡する場合には,「残余財産の譲渡を受ける者」に,そ
れぞれに譲渡する財産を括弧を付 して併記すること。



臨時社員総会議事録

1.日   時   令和 3年 3月 ι 日午子灸 ι 時 3′ 分

2.場   所   揖宿神社儀式殿

3.社 員 総 数   2θ 名

4.出席社員数   /ι 名 (内委任 Z 名)

5.議長選任の経過

定刻に至り、司会者より、本 日の臨時社員総会は法定数を満たし有効に成立した旨が告げられ

直ちに開会を宣した後、議長の選任を言キなったところ、満場一致をもって清算人 幸野昌廣が議長

に選任された。

引き続き議長の挨拶の後、議案の審議に入った。

6.議事の経過の要領及びその結果

議案  清算事務報告の件

議長は、当会の清算結了に至るまでの経緯を詳細に報告し、別紙清算事務報告書を説明して

その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

以上をもって、本日の総会の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、午イ夫7時 クο分

散会した。

上記の決議を明確にするため、議長及び出席清算人において次に記名押印する。

令和 3年 3月
` 

日

特定非営利活動法人縄文の森をつくろう会 臨時社員総会において

議 長 清 算 人 幸  野   昌  廣



清算事務報告書

1.財産 目録及び貸借対照表  別表のとお り

1.残余財産  金 185,257円

上記残余財産をつぎのとお り処分 した。

清算費用  金 30,000円

残余財産金 155,257円 は、定款の規定に基づき、特定非営利

活動法人そ ら豆の会に引渡す。

以上のとお り清算を結了 した。

令和 3年 g tt ι 日

鹿児島県指宿市大牟礼一丁 目3番 14号
特定非営利活動法人縄文の森をつくろう

清 算 人  幸  野  昌

鰤


